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前事業年度の事業税額の明細
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仮装経理に基づく事業税額の控除額

事 業 税 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額

租税条約の実施に係る事業税額の控除額

納付すべき事業税額 　 %9－^0－^1－^2

税率
（　）１００

所
得
割

所得金額総額

付加価値額総額

付 加 価 値 額

資本金等の額総額

資本金等の額

収入金額総額

収 入 金 額

所 得 金 額
付
加
価
値
割

資
本
割

収
入
割

前事業年度の法人税割額の明細

法 人 税 割 額

外 国 の 法 人 税 等
の 額 の 控 除 額

道府県民税の特定
寄附金税額控除額
税 額 控 除 超 過 額
相 当 額 の 加 算 額
外国関係会社等に係る控除対象
所得税額等相当額の控除額

仮装経理に基づく法人
税 割 額 の 控 除 額
租税条約の実施に係る
法人税割額の控除額
納付すべき法人税割額
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課税標準となる法人税額
（特別控除取戻税額等）

#4のうち特別控除取戻税額等
に係る法人税割額
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法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 事 業

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 業

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 業

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 業

法第 7 2 条の２第１項第１号又は第２号に掲げる事業
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前事業年度の特別法人事業税額の明細
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法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 業
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付加価値割

収 入 割資 本 割

&2

&4

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 業

&3

納付すべき特別法人事業税額
*3－*4－*5

租税条約の実施に係る
特別法人事業税額の控除額

仮装経理に基づく
特別法人事業税額の控除額

合計特別法人事業税額
（&6＋&8＋*0＋*2）

法第72条の２第１項第４号に掲
げる事業の基準法人収入割額

法第72条の２第１項第１号に掲
げる事業の基準法人所得割額

同上に対する特別法人事業税額
（*1×　 　／ 100）

同上に対する特別法人事業税額
（&9×　 　／ 100）

同上に対する特別法人事業税額
（&5×　 　／ 100）

法第72条の２第１項第２号に掲
げる事業の基準法人収入割額

法第72条の２第１項第３号に掲
げる事業の基準法人収入割額

同上に対する特別法人事業税額
（&7×　 　／ 100）
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